
 

 

 

このたびは、自然災害や火災などで被害を受けられたことについて、心からお見舞い申し上げます。 

横浜市では、被災された方々の救済と一日も早い復旧支援のため、様々な支援制度を用意しています。 

★「罹災証明書」の発行について 

 各種救済・支援制度の申請をする場合、災害により被害が生じた事実を証明する「罹災
り さ い

証明書
しょうめいしょ

」が必要です。 
 罹災証明書は、自然災害（地震・風水害等）による被害は瀬谷区役所、火災による被害（地震・風水害等に伴う火災

も含みます。）は瀬谷消防署で発行します。 

★被災者支援に関するおもな救済・支援制度の概略 

※ 瀬谷区役所内での各種申請に必要な「罹災証明書」は、各窓口でコピーをしますので１通で全て手続き可能です。 

罹災証明書の相談窓口 

対象災害 担当窓口 お問い合わせ 手続き概要 

自然災害（地震・風水害等）
による被害 

瀬谷区役所（３階）総務課 ３６７－５６１１ 
受付（本人確認等）、現地調査等の

後に発行します（無料） 
火災による被害 瀬谷消防署（警防課調査係） ３６２－０１１９ 
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項    目 担当窓口 お問い合わせ 内      容 手続き概要 

見舞金・弔慰金 
福祉保健課 

（４階） 
３６７－５７１０ 

火災や自然災害等により住居等に一定以

上の被害受けた場合、重傷を負った場合、

当該災害が原因で死亡した場合支給しま

す。（日本赤十字、共同募金会、社会福祉

協議会の見舞金支給のため、福祉保健課か

ら社会福祉協議会に情報提供します。） 

申請不要 

市民税・県民税の

減免 

税 務 課 

（３階） 

３６７－５６５１   

① 災害によって死亡・生死不明・障害 

者となった方 

②住宅・家財の滅失、き損が 3/10 以上

の被害を受けた方 

申請書に罹災証

明書を添付 

※事前に担当窓

口へお問合せく

ださい。 

市税の徴収猶予 ３６７－５６７５ 一時的に納付・納入が困難な方 

固定資産税・都市

計画税の減免 
３６７－５６６１ 

①土地･家屋等の1/10以上の損害 

② 年間収穫高が 8/10 以下になった農

地 

国民健康保険料

等の減免 

保険年金課 

（２階） 

３６７－５７２５ 
家屋等の資産が20%以上の被害を受けた

方 

※保険料以外の減免については、条件等が

異なります。別途お問合せください。 

介護保険料等の

減免 

後期高齢者医療

保険料等の減免 
３６７－５７２７ 

国民年金保険料

の免除 
３６７－５７２１ 

財産価格のおおむね1/2以上の被害を受

けた方 

保育所保育料の

減免（認可保育園

のみ） 

こども家庭 

支援課 

（４階） 

３６７－５７８２ 

居住する家屋が火災、地震及び風水害によ

り、半壊、全壊、半焼、全焼若しくは床上

浸水以上したとき（審査の上、３か月又は

６か月減免） 

 

障害福祉サービ

ス利用者負担額

の一定期間減免 

高齢・障害支
援課（４階） 

３６７－５７１５ 

障害福祉サービスを利⽤している⽅等の

属する世帯が、半焼・半壊以上の損害を受

けた場合、利用者負担額が一定期間減免さ

れる場合があります。 

申請書に罹災証

明書を添付 

※事前に担当窓

口へお問合せく

ださい。 

瀬谷区役所・瀬谷消防署からのお知らせ 

（裏面あり） 

 



★瀬谷区役所以外でも、次のような救済･支援制度があります。詳しくは、該当の担当窓口までお問合

せください。 

 

※ 各種救済・支援制度は、条件等により適用範囲等が異なりますので、ご不明な点は各担当窓口にお問合せく 

 ださい。 

※ この他にも「あなたがお勤めする会社や加盟する組合などに見舞金を請求する場合」や「火災保険等各種保険金の

支払い請求をする場合」など、罹災証明書が必要になる場合があります。 

 

 

ここまでは、主な救済・支援制度の概略について御案内しております。 

詳細につきましては、各窓口にお問い合わせいただくか、横浜市ホームページの「被災者支援に関す

る各種制度の概要」をご覧ください。 

 

《URL》http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/sienseido/ 

    ホームページは                     で、検索してください。 

   

 

または、       にアクセスしてください。 
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項    目 担当窓口 お問い合わせ 内   容 手続き概要 

一般廃棄物処理

手数料の減免 

資源循環局 

瀬谷事務所 
３６４－０５６１ 

・天災等の被害により生じた廃棄物の処

理手数料減免 

・火災により生じた廃棄物の処理手数料

減免 

※被災者自ら本市廃棄物処理施設に搬入

する場合 

※特別の理由があると認める場合を除

き、被災後３か月以内に処理を完了する

こと。 

事前の申請手続き

が必要 

申請書に罹災証明

書を添付 

市営住宅の一時

使用 

建 築 局 

市営住宅課 
６７１－２９２３ 

市営住宅への一時入居 

①市内居住が６か月以上の方 

②床面積の20%以上が焼失 

③罹災後1か月以内の方 
申請書に罹災証明

書を添付 
雑 損 控 除 

保土ケ谷 

税務署 
３３１－１２８１ 所得税の全部又は一部を軽減 

水道料金の減免 

水道局 

お客様 

サービスセンター 

８４７－６２６２ 水道料金の一部減免 

生活福祉資金 
社会福祉 

協議会 
３６１－２１１７ 

住宅・家財を失った場合の資金貸付（他

の制度を優先します。） 

被災翌日から６か

月以内に借入申込

み 

罹災証明書を添付 

検検  索索  横浜市被災者支援制度 
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